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第２章 対象鉄道建設等事業の目的及び内容 

  2.1 対象鉄道建設等事業の目的 

平成 24 年６月 29 日付けで認可となった、九州新幹線（武雄温泉・長崎間）は、

軌間可変電車の導入を前提とし、佐世保線肥前山口・武雄温泉間を複線化した上で、

新幹線と佐世保線が共用する計画となっている。 

本事業は、線路容量確保のため佐世保線の肥前山口・武雄温泉間のうち延長約

12.8km を複線化するものである。（図 2-1参照） 

 

 

図 2-1 路線概略図 
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  2.2 対象鉄道建設等事業の内容 

現在建設中の九州新幹線（武雄温泉・長崎間）は、九州新幹線新鳥栖駅から武雄

温泉駅間については既設の在来線を走行する計画である。このうち、佐世保線の肥

前山口から武雄温泉駅間は現在単線で運行されている。そのため、九州新幹線の整

備に合わせて佐世保線肥前山口・武雄温泉のうちの当該区間（延長約 12.8km）を複

線化する必要がある。 

 

   １）対象鉄道建設等事業の種類 

種類：普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業 

 

     ※ 普通鉄道 

普通鉄道とは、「鉄道事業法による鉄道（懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌

条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに新幹線鉄道及び新幹

線鉄道規格新線を除く）」である。（環境影響評価法施行令 平成９年 12 月３日 政令第 346

号 別表第１） 

 

   ２）対象鉄道建設等事業実施区域の位置 

対象鉄道建設等事業実施区域（以下「対象区域」という。）の位置は、図 2-2 に示

すとおり、既設の佐世保線の肥前山口駅から武雄温泉駅間のうち約 12.8km である。 

 

起 点：佐賀県杵島郡江北町大字山口付近 

終 点：佐賀県武雄市武雄町大字昭和付近 

      経過地:佐賀県杵島郡大町町 

 

   ３）対象鉄道建設等事業の規模 

建設区間延長：約 12.8km 
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図 2-2 対象区域 
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   ４）対象鉄道建設等事業に係る単線、複線等の別及び動力 

単線、複線の別：複線（既設の単線を複線化） 

動力：交流 20,000 ボルト 

 

   ５）対象鉄道建設等事業に係る鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 

設計最高速度：130km/h 

 

   ６）対象鉄道建設等事業の工事計画の概要 

   (1) 工事概要等 

本事業は、佐世保線の複線化事業であり、構造形式は図 2-3 に示すとおり、ほと

んどの区間が地平、武雄温泉駅に取付く区間は高架となる。各構造形式の概略断面

図は、図 2-4 に示すとおりである。 

工事の延長は、地平区間が約 11.7km、高架区間が約 1.1km となる。 

 

 

図 2-3(1) 対象区域位置図（平面図） 

 

図 2-3(2) 対象区域位置図（縦断図） 
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図 2-4(1) 地平概略断面図（長崎本線並行部／①断面） 

 

 

既
設
線

約3.8m以上約2.8m以上

複線化

新
設
線

 

図 2-4(2) 地平概略断面図（南側複線化／②断面） 
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図 2-4(3) 地平概略断面図（北側複線化／③断面） 
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図 2-4(4) 地平概略断面図（南側複線化／④断面） 
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図 2-4(5) 地平概略断面図（北側複線化／⑤断面） 
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図 2-4(6) 高架概略断面図（南側複線化／⑥断面） 
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   (2) 工事方法 

工事内容は今後具体化することとなるが、構造形式ごとの工事方法については、

現時点において概ね以下のとおりである。 

 

    ① 地平区間 

地平区間においては、既設線の盛土部に腹付け盛土し、新設線を構築する。 

地平区間の工事種別ごとの主な使用建設機械と施工概要は、表 2-1 及び図 2-5 に

示すとおりである。 

表 2-1 工事種別ごとの主な使用建設機械（地平区間） 

工事種別 主な使用建設機械 

地 

平 

区 
間 

準備工 準備工事 
 バックホウ 

 トラッククレーン 

仮設工 土留工事※１ 
 油圧式杭圧入引抜機 

 クローラクレーン 

補助工 地盤改良工事※２ 
 粉体噴出攪拌機 

 バックホウ 

土工 

擁壁工事※３ 

 トラッククレーン 

 トラックミキサ 

 コンクリートポンプ車 

盛土工事 

 ダンプトラック 

 バックホウ 

 振動ローラ 

設備工 軌道敷設工事 

 ダンプトラック 

 バックホウ 

 トラッククレーン 

※１ 土留工事は、既設線との離隔等を踏まえ、営業線近接工事による影響の程度により必要に

応じて実施する。 

※２ 地盤改良工事は、現地の地質状況により必要に応じて実施する。 

※３ 擁壁工事は、近接構造物の状況により必要に応じて実施する。 

 

 



 

2-8 

準
備
工 

 

準備工事 

バックホウによる
整地 バックホウ

 

仮
設
工 

 

土留工事※１ 

油圧式杭圧入引抜機

クローラクレーン

油圧式杭圧入引抜機
による鋼矢板の圧入

 

補
助
工 

 

地盤改良工事※２ 粉体噴出攪拌機

粉体噴出攪拌機による
土中の原位置で混合、
固結パルプの造成

 

土
工 

 

擁壁工事※３ 
コンクリート打設に
よる擁壁の構築　　

 

 

盛土工事 
振動ローラによる

転圧
振動ローラ

 

設
備
工 

 

軌道敷設工事 
軌道の敷設

 

※１ 土留工事は、既設線との離隔等を踏まえ、営業線近接工事による影響の程度により必要

に応じて実施する。 

※２ 地盤改良工事は、現地の地質状況により必要に応じて実施する。 

※３ 擁壁工事は、近接構造物の状況により必要に応じて実施する。 

図 2-5 施工概要（地平区間） 
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    ② 高架区間 

高架区間においては、既設線の高架橋の南側に新設線の高架橋を構築する。 

高架区間の工事種別ごとの主な使用建設機械と施工概要は、表 2-2 及び図 2-6 に

示すとおりである。 

表 2-2 工事種別ごとの主な使用建設機械（高架区間） 

工事種別 主な使用建設機械 

高 

架 

区 

間 

準備工 準備工事 
 バックホウ 

 トラッククレーン 

高架橋工 

杭基礎工事 

 オールケーシング掘削機 

 クローラクレーン 

 トラックミキサ 

土留工事※１ 
 油圧式杭圧入引抜機 

 クローラクレーン 

掘削工事 
 バックホウ 

 ダンプトラック 

高架橋工事 

 トラッククレーン 

 トラックミキサ 

 コンクリートポンプ車 

設備工 軌道敷設工事  トラッククレーン 

※１ 土留工事は、既設線との離隔等を踏まえ、営業線近接工事による影響の程度により必要に

応じて実施する。 
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土留工事※１ 

油圧式杭圧入引抜機

クローラクレーン

油圧式杭圧入引抜機に
よる鋼矢板の圧入

  
 

掘削工事 

バックホウに
よる掘削

バックホウ

  
 

高架橋工事 

 

高架構造物の構築

  

設
備
工 

 

軌道敷設工事 
軌道の敷設

  
※１ 土留工事は、既設線との離隔等を踏まえ、営業線近接工事による影響の程度により必要

に応じて実施する。 

図 2-6 施工概要（高架区間） 
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    (3) 工事に伴う発生土及び工事排水の処理について 

発生土については、極力、周辺の公共事業等への有効利用を図るとともに、汚泥

が発生した場合は適切に処理する。 

工事排水にあたっては、必要に応じて処理施設を設け適切に処理する。工事段階

で関係機関と協議して適切な対応を図り、必要に応じて水質の監視を行いながら工

事を実施する。 

 

 

    (4) 資材及び機械の運搬に用いる車両 

    ① 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行ルート 

建設資材、建設機械、工事の実施に伴い発生する掘削土砂や廃棄物の運搬に用い

る車両（以下「資材及び機械の運搬に用いる車両」という。）の運行ルートは、図

2-7 に示すとおりであり、対象区域周辺の主要幹線道路（一般国道、主要地方道、

一般県道等）を運行ルートとする計画としている。 

なお、工事区域内を資材及び機械の運搬に用いる車両が運行することに伴う土砂

の飛散や騒音、振動を抑制するために、工事区域内で車両が運行する範囲について、

仮囲いの設置や散水等を行う。 

また、発生土のストック及び工事通路内からの運搬にあたっては、土砂が飛散し

ないよう工事区域内の清掃や散水を行うとともに、必要に応じてストックしている

土砂や車両の荷台への防塵シートの敷設、散水等を実施し、公道に泥土を持ち込ま

ないようにする。 

 

※ 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行ルートの詳細は、資料編（pp.資 1-4～

資 1-7）に示す。 
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図 2-7 資材及び機械の運搬に用いる

車両の運行ルート 
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    ② 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行台数 

本事業で想定している資材及び機械の運搬に用いる車両の運行台数は、表 2-3 に

示すとおりである。 

資材及び機械の運搬に用いる車両の１日あたりの運行台数は、最大時において、

国道 34 号・主要地方道多久江北線(下潟交差点以東)で 100 台／日（往復）、国道 34

号(下潟交差点以西)で 110 台／日（往復）、国道 207 号・町道新宿中央線で 140 台／

日（往復）、国道 498 号で 110 台／日（往復）、主要地方道武雄多久線で 240 台／日

（往復）、県道白石大町線で 210 台／日（往復）である。 

 

※ 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行台数の詳細は、資料編（pp.資 1-4～資

1-7）に示す。 

表 2-3 資材及び機材の運搬に用いる車両（最大運行台数） 

片
道

50台/日
片
道

1,000台/月

往
復

100台/日
往
復

2,000台/月

片
道

55台/日
片
道

1,100台/月

往
復

110台/日
往
復

2,200台/月

片
道

70台/日
片
道

1,400台/月

往
復

140台/日
往
復

2,800台/月

片
道

55台/日
片
道

1,100台/月

往
復

110台/日
往
復

2,200台/月

片
道

120台/日
片
道

2,400台/月

往
復

240台/日
往
復

4,800台/月

片
道

105台/日
片
道

2,100台/月

往
復

210台/日
往
復

4,200台/月

２年10ヵ月目～２年12ヵ月目

２年10ヵ月目

運行ルート

主要地方道
武雄多久線

国道34号・主要
地方道多久江北線
(下潟交差点以東)

国道34号
(下潟交差点以西)

国道207号・
町道新宿中央線

運行台数

１日 月間
運行時期

県道白石大町線

国道498号

３ヵ月目

２年10ヵ月目

２年10ヵ月目～２年12ヵ月目

２ヵ月目
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    (5) 工事工程 

工事工程は、表 2-4 に示すとおりである。工事期間は約４年８ヵ月を予定してい

る。 

 

表 2-4 工事工程 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

地平区間

高架区間

工 事 種 別
工 事 期 間

複線化工事

 

注１ 地平区間：準備工事、土留工事、地盤改良工事、擁壁工事、盛土工事、軌

道敷設工事など 

高架区間：準備工事、杭基礎工事、土留工事、掘削工事、高架橋工事、軌

道敷設工事など 

注２ 詳細な工事工程は、資料編（p.資 1-3）に示す。 

 

   ７）対象鉄道建設等事業に係る鉄道において運行される列車の本数 

本事業において運行される軌間可変電車（フリーゲージトレイン）の本数は、本

評価書においては「九州新幹線（武雄温泉・新大村(仮称)間）環境影響評価書（佐

賀県・長崎県）」(平成 14 年１月、日本鉄道建設公団)を踏まえて１日最大 60 本（上

下計）程度とする。なお、軌間可変電車（フリーゲージトレイン）の運行時間帯は、

概ね６時～24 時を予定している。 

また、現在佐世保線を走行している特急列車及び普通列車について、本事業にお

いて運行される列車の本数は、現在の本数と概ね同程度であるものと考える。 

 

   ８）対象鉄道建設等事業に係る盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又

はその他の構造物の別 

本事業の対象区域の構造形式は、図 2-3 に示すとおり、主に地平であり、起点か

ら甘久川周辺までが地平であり、甘久川周辺から終点までが高架である。 



 

2-15 

   ９）その他の対象鉄道建設等事業の内容に関する事項 

   (1) 車両の概要 

本路線を走行する車両は、現在佐世保線を走行している車両及び軌間可変電車（フ

リーゲージトレイン）である。軌間可変電車（フリーゲージトレイン）とは、新幹

線（標準軌 1,435mm）と在来線（狭軌 1,067mm）の異なる軌間を直通運転できるよう

車輪の間隔を自動的に変換可能な電車である。（図 2-8 参照） 

また、軌間変換するための装置は、図 2-9 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-8 軌間可変新試験車両（フリーゲージトレイン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9 軌間変換装置 

   

  狭 軌 側

 

  

ガイドレール 

標準軌側

 支持コロ  支持コロ 
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   (2) 環境配慮事項 

本事業では、事業の計画内容、周辺地域等の環境特性及び地域特性を踏まえ、環

境配慮の必要があるものと考えられる以下の事項について配慮する。 

 

    ① 地震等の自然災害による二次災害 

地震等の自然災害による鉄道施設の損傷又は崩壊に伴い、火災等の二次的災害が

発生するおそれがあることから、配慮する必要があるものと考えられる。 

（配慮の内容） 

 「鉄道構造物等設計標準（耐震設計）」(平成 24 年７月、国土交通省鉄道局)

に基づき耐震構造等の採用を行うことにより、地震等の自然災害による二次災

害の軽減に努める。 

 

    ② 温室効果物質 

工事中における建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車両の走行、供用

時における列車の走行及び施設の存在は、温室効果物質の影響要因として考えられ

るため、配慮する必要があるものと考えられる。 

（配慮の内容） 

 可能な限り温室効果物質の排出量の少ない建設機械を採用する。 

 建設機械、資材及び機械の運搬に用いる車両ともにアイドリングストップの推

進や過負荷運転とならないよう指導を徹底する。 

 電車等は、省エネルギー型の車両等の導入に努める。 

 「工事に係る照明機器の省エネ化」、「グリーン購入法の特定調達品目の積極

的採用（高炉セメント、熱帯材型以外の型枠）」などの温室効果ガス排出削減

策を検討し、工事中及び供用時においてできる限りの温室効果ガスの排出削減

に努める。 

 

    ③ 熱帯雨林の減少につながる熱帯木材の使用 

工事におけるコンクリート型枠用合板の使用が、熱帯雨林の減少につながる熱帯

木材の使用による影響要因として考えられるため、配慮する必要があるものと考え

られる。 

（配慮の内容） 

 工事用型枠材等は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平

成 12 年５月 31 日、法律第 100 号)（グリーン購入法）により調達が推進され

ている環境に配慮した環境物品（調達品目）に該当するコンクリート型枠を積

極的に使用し、熱帯木材の使用を極力避けるように努める。 

 使用する型枠等は再利用に努め、使用量の削減に努める。 


